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職場の皆様でご回覧ください。

　年末年始は以下のとおりの営業となります。ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただき
ますようお願いいたします。

　事業主の皆様への「医療費のお知らせ」の送付につきましては、マイナポータル等のデジタル化の推進に
伴い、今回を最後に終了させていただきます。
　今後医療費に関する情報につきましてはマイナポータルにてご確認、または希望される方からの依頼により
送付する予定となります。

　マイナンバーカードを健康保険証として登録すると、
マイナポータル上で「診療・薬剤情報」「医療費通知情報」の確認ができます。

（マイナポータルでは、毎月11日頃から前々月分までの医療費情報が閲覧可能です。)

 医療費のお知らせは
確定申告（医療費控除）に
使用可能です 

　「医療費のお知らせ」を申告書に添付すると「医療費控除の明細書」の
作成が簡略化できます。ただし、令和７年９月から12月受診分の医療費は
記載されていないため、当該期間については医療機関等からの領収書に
基づき、ご自身で医療費控除の明細書を作成する必要があります。

確定申告（医療費控除）に関しては、
国税庁ホームページまたは管轄の税務署にご確認ください

※令和７年12月までの受診分が記載された医療費のお知らせは、令和８年３月上旬より発行可能となります。

送付時期 令和８年１月中旬から
下旬にかけて順次

診療年月 令和６年９月から
令和７年８月送付先 事業主あて

事業所の
ご担当者様へ

●個人情報を含むため、開封せずにご本人様にお渡しください
●退職等により、お渡しいただけない場合は、同封の返信用封筒で
ご返却ください

12/26（金） 12/27（土） ～ 1/4（日） 1/5（月）
年末営業最終日 年末年始休業日 年始営業開始日

医療費のお知らせ 終了しますの送付は今回を最後に

協会けんぽ　　　　　　　　　のお知らせ年末年始営業日

マイナポータルで確認する流れはデジタル庁HPからご確認ください



0570-015-369
8時30分～17時15分 （土日祝日を除く）

マイナンバー
専用ダイヤル

協会けんぽ

〒520-8513  大津市梅林1‐3‐10 滋賀ビル3階
TEL：077-522-1099　FAX：077-522-1138

お問い
合わせ先

〈発行〉

※おかけ間違いにご注意ください。

便利 郵送などにかかっていた手間、時間、費用が削減できる。

スマホやPCから申請後の処理状況が確認できる。

安心
システムチェックにより、記載漏れなどのミスが防げる。

制度の詳細やよくある質問を画面上で確認しながら
入力できるため、正確に申請ができる。

　滋賀支部では、被扶養者（ご家族）の方を対象に自己負担なし（無料）で特定健診を受診できる集団健診
会場をご用意しております。
　今年度の受診がお済みでない方は、この機会にぜひお申込みください。

対 象 者 協会けんぽにご加入の40歳～74歳の被扶養者（ご家族）
※令和７年度 特定健診を受診されていない方

実施時期 令和８年１月～３月

❶………………………▶
「登録・ログイン」を
押しマイナポータルに
ログインします。

ログイン後、
「健康保険証」を
押します。

❷……………………▶
「資格情報」から、
健康保険証情報が確認でき、
下へスクロールし【端末に保存】を
押すと、資格情報を
ダウンロードすることができます。

❸

（注）医療機関の受診は資格画面の提示だけではできません。

協会けんぽへの返却は不要です。
ご自身で破棄をお願いいたします。

12月2日以降、健康保険証の
返却　不要は　　　です

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
受診当日の
持ち物

●特定健康診査受診券（セット券）　●問診票　●検査キット等
●健康保険資格が確認できるもの
マイナ保険証※・資格確認書・
マイナポータルの保険資格画面の提示

※マイナ保険証は会場がマイナンバーによるオンライン資格確認に対応している場合

受診前にダウンロードが便利！ マイナポータルで健康保険資格が確認できます！

今年度の受診はお済みですか？今年度の受診はお済みですか？ ご家族向け 冬季無料健診

オンラインでもっと手軽に
｜各種申請手続きが｜ 電子申請 令和8年

1月13日
スタート！

電子申請の利用・
詳細については、
特設ページを
ご確認ください

詳しくは滋賀支部HPから

令和７年12月２日より
健康保険証は使用できません


